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１ 開 議 

 

２ 案 件 

（１）行政報告 

市長公室                     

〇今年度の国際交流事業について 

 

生涯学習部                    

〇亀岡市博物館整備基本計画について 

 

 

教育部                       

〇学校給食について 

〇「２０２５大阪・関西万博」児童生徒体験事業について 

〇かめおか児童クラブ入会児童数について 

 

３ その他                    

（１）令和７年度他都市先進地行政視察について 

    

（２）次回の日程について 
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別紙① 

 

令和７年度国際交流事業について 

2025.4.28 

秘書課 

 

１ スタディアブロードプログラム（受入） 

 令和７年度は友好交流都市である蘇州市の中学生をスタディアブロードプログラムで本

市に受け入れる予定でしたが、令和７年３月に蘇州市から中学生派遣ができなくなった旨

の連絡がありました。また、姉妹都市であるスティルウォーター市から昨年度に引き続き

スタディアブロードプログラムで中学生派遣を行いたいとの申し出があったため、令和７

年度はスタディアブロードプログラムにて蘇州市に替えてスティルウォーター市の中学生

を受け入れることにします。別紙①を参照ください。 

 

２ スタディアブロードプログラム（派遣）           

別紙②を参照ください。 

 

３ 亀岡市制７０周年 ４市招へい事業 

 別紙③を参照ください。 

 

４ ウクライナとの国際交流について 

2023年にウクライナ避難民の方々を亀岡のNPO法人が受入れ、市民交流がありまし

た。ウクライナは大阪・関西万博への参加表明が遅れたため、万博国際交流プログラムの

登録自治体がなく、亀岡の NPO 法人を通じて亀岡市へ登録の打診がありました。登録に

際して、ウクライナ大使館と調整を行い、全面的に支援していただけるとのことでしたので、

万博を通じて世界平和について考える良い機会になると判断し、万博国際交流プログラ

ムに登録することにしました。 

 令和 7 年 4 月 14 日にウクライナ経済省の副大臣が市長を表敬訪問され、万博国際交

流プログラム登録への感謝が伝えられました。亀岡市内の小・中学校生、義務教育学校生

は万博への参加が決まっておりますが、時間が許せばウクライナパビリオンを訪れてもら

うこととなっております。4 月に薭田野小学校と保津小学校が万博を訪れることとなって

おり、ウクライナパビリオンの責任者の方から感謝のシンボルフラワーであるマリーゴール

ドの種（副大臣から頂いたもの）を小学生に手渡してもらい、それを各小学校で植えてもら

う計画をしております。 

 また、８月下旬に予定しております国際交流事業のワールドフェスタにおいて、姉妹都

市・友好交流都市に加えて、ウクライナ文化の紹介も行うよう検討しております。 

 



別紙① 

 

 

令和７年度 亀岡市・スティルウォーター市 

スタディアブロードプログラム（案） 

 

亀岡市とスティルウォーター市（米国オクラホマ州）は、昭和６０（１９８５）年に姉妹都市盟約

を締結し、これまで訪問団を相互派遣するなど交流を続けてきました。 

令和５年度は亀岡市立中学校・義務教育学校生７名を同市へ派遣。令和６年度はスティルウ

ォーターミドルスクール中学生７人を亀岡市（及び大成中学校）へ受け入れ、交流しました。 

本年度は再びスティルウォーターミドルスクールの中学生と随行教諭を亀岡市に受け入れ、

学校訪問やホームステイ、市内見学、文化体験などを通して姉妹都市への理解や親睦を深め、

国際感覚を身に付けるとともに、活きた英語を学ぶ機会としてスタディアブロードプログラム

を実施します。 

 

１ 日   程    令和７年１０月１３日（月・祝）～１０月１９日（日） ＜６泊７日＞ 

２ 参 加 者    スティルウォーターミドルスクール（中学生） ７人程度 

スティルウォーターミドルスクール（随行教諭） ３人程度 

３ 交  流  校     大成中学校 

＊大成中学校とスティルウォーターミドルスクールが平成元（1989）

年に姉妹校となり、今年で 36年を迎えます。 

４ 滞      在     中学生：ホームステイ、 随行教諭：ホテル 

５ 滞在中の主なスケジュール 

 内   容 

10月1３日（月・祝） スティルウォーター市訪問団 亀岡市へ到着 

歓迎交流会・ホストファミリー対面式 ＜ホームステイ開始＞ 

10月１４日（火） 学校交流・亀岡市内視察 

授業参加、市役所訪問（市長・教育長表敬） 

スティルウォーターランド・コスモス園等市内見学、文化体験 

保津川下り、嵐山・太秦見学 など 

10月１５日（水） 

10月１６日（木） 

１０月１７日（金） 

１０月１８日（土） 自由時間 （ホストファミリーと交流） 

１０月１９日（日） スティルウォーター市訪問団 亀岡市を出発（帰国） 

スティルウォーター市（Stillwater）： 

人口：約 50,000人(2021年時点) 面積：73.3㎢ 

市内には約 25,000人の学生が在籍するオクラホマ州立大学があり、人口の半数を大学生と大

学関係者が占める。 



別紙② 

 

 

  

令和７年度 亀岡市・宜蘭県 

スタディアブロードプログラム（派遣）＜案＞ 

 

現在、亀岡市はクニッテルフェルト市（オーストリア共和国）、スティルウォーター市（米

国）、ジャンヂーラ市（ブラジル連邦共和国）、蘇州市（中華人民共和国）との間に、姉妹都

市・友好都市盟約を締結し、スタディアブロードプログラム（中学生海外派遣研修事業）や

訪問団の相互派遣などを行い、交流を重ねているところです。 

これまで、亀岡市は環境先進地視察や学生交流、観光プロモーションなどを通じて、台

湾の地方自治体や事業者、教育機関、そして市民の方々と交流してきました。 

日本から地理的に近く、歴史・文化など多くの共通点を持ち、治安・衛生環境も良い台湾

に交流を広げることは、より一層の国際交流・国際理解の推進につながると考えられるこ

とから、次のとおり亀岡市・宜蘭県スタディアブロードプログラムとして、亀岡市立中学校・

義務教育学校生の宜蘭県への派遣を行うこととします。 

 

１ 滞在期間   令和７年１１月８日（土）～１４日（金）＜６泊７日＞ ＊調整中 

２ 人  数   生徒：７人程度、 随行者：3人程度（亀岡市） 

３ 滞 在 先   ホームステイ、ホテル 

４ 事業計画   ホームステイ、学校滞在・交流、宜蘭県内・台北市内視察 など ＊計画中 

５ 選考方法   第一次： 作文（志望動機など）、 第二次： 集団面接 

６ 実施スケジュール（案） ＊日程は前後する可能性があります。 

 

 

４月２４日（木） ＜募集開始＞各校へ募集依頼文送付 

生徒個人所有のタブレット端末へ募集要項送付 

5月１５日（木） ＜募集終了＞生徒から各校への申込書類 提出締切 

5月１６日（金） 各校から亀岡市教育委員会への申込書類 提出締切 →第１次選考へ 

６月４日（水） 第１次選考 結果を本人および各校へ通知 

６月２２日（日） 第２次選考 実施 

７月上旬まで 第２次選考結果を本人および各校へ通知 ＜派遣生徒決定＞ 

８月 30日（土） 第１回研修会： ガイダンス（生徒・保護者向け説明会） 

９月 27日（土） 第２回研修会： 台湾の文化・歴史、英語・中国語レッスンなど 

１1月 1日（土） 第３回研修会： 行程等の最終説明、英語・中国語レッスンなど 

１１月 8日（土）～１４日（金） 現地派遣 

12月 21日（日） 参加者報告会  



別紙③ 

 

亀岡市制７０周年 ４市招へい事業＜概要＞（案） 

 

令和７（２０２５）年１０月１日に開催される亀岡市制７０周年記念式典に、姉妹都市・友好交流

都市４市を招待し、亀岡市民とともに亀岡市の誕生７０周年を祝うこととします。併せて、姉妹

都市・友好交流都市盟約書再調印式やレセプション、市民交流イベント、市内視察などを実施し、

姉妹都市・友好交流都市との交流・親睦を深めることとします。 

 

１ 日   程    令和７年９月３０日（火）～１０月４日（土） ＜４泊５日＞ 

              ＊１０月１日に市制７０周年記念式典を開催（併せて姉妹都市・友好交流 

都市盟約書再調印式及びレセプションを実施する） 

 

２ 招へい都市    ・クニッテルフェルト市訪問団（オーストリア共和国） 

・スティルウォーター市訪問団（アメリカ合衆国） 

・ジャンヂーラ市訪問団（ブラジル連邦共和国） 

・蘇州市訪問団（中華人民共和国） 

 

 

 



亀岡市博物館整備基本計画
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。企画運営のスケジュールは今後検討します。
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学校給食実施に向けて

教育総務課・学校教育課・学校給食センター

２０２５．４

R7.4.28：総務文教常任委員会資料



１．学校給食実施の全体の動き1

①中学校給食提供拠点の整備（既存センター老朽対策含む）

②中学校給食受入既存校舎改良（配膳室・エレベーター設置）

③育親学園自校給食実施準備



２．実施方針決定までの流れ2

❶亀岡市立学校給食基本方針 （令和６年３月策定）
（学校給食の果たす役割やその教育効果を十 分に発揮し、安全で安心な給食を安定した提 供を継続
するための基本的な方針 ）
１ 安定的・持続的に給食を提供します
２ 安全・安心な給食を提供します
３ 食の正しい知識と食習慣を身につける食育と地産地消を推進します
４ 地域や学校施設の特性を活かし、小・中学校給食の安定供給を視野に入れたセンター方式推進し
ます

❷亀岡市学校給食基本計画 （令和７年１月策定）
（給食提供手法に関する基本的な事項の調査・ 分析内容の提示）
【基本的な方向性】
１ 安全給食・全員給食の早期実現
２ 安全で安心な学校給食の提供
３ 栄養バランスの優れた魅力的な学校給食
４ 持続可能な学校給食の提供
５ 食育・地産地消の推進
（まとめ）
本市で基本的な方向性に向け、給食を実現するにあたっては、小・中・義務教育学校（育親学園除く）
に提供可能な給食センターを設置する手法に優位性がある。



➌亀岡市学校給食実施方針 （令和７年３月策定）
（基本計画等に基づき、給食施設の整備運営に おける実施内容の方向性の決定）

・すべての小・中・義務教育学校において、９年間の一貫した学校給食を実施し、食育を推進することを基本とする

・本市の特性を活かし、地産地消、有機給食を推進することを基本とする

・「学校給食摂取基準（文科省）」に基づき、主食、副食、ミルクで構成する献立による完全給食を基本とする

・喫食形態は「全員喫食」を基本とする

・「学校給食衛生管理基準（文科省）」に基づき、調理、衛生管理を徹底することを基本とする

・提供手法については「センター方式（共同調理方式）」を基本とする

・整備手法については、公共施設マネジメントの観点等を考慮し、民間活力を導入した公民連携方式を基本とする

・献立、食材調達、アレルギー対応、食育などは行政の主体において学校給食を実施する

3



３．今後、給食実施までの流れ4

①中学校給食提供拠点の整備（既存センター老朽対策含む）

PPP（Public Private Partnership）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営
等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の
効率的使用や行政の効率化等を図るものである。

各地域の実情にあわせた様々な官民連携事業が全国で検討・実施されている。

本市の学校給食の実施に向け、令和７年３月に教育委員会として、「亀岡市学校給
食実施方針」を策定、その中においても、給食提供手法を『センター方式』また、整備
手法を『公民連携方式』を基本とすることとした。

本市でも、類を見ない整備手法のため、行政が主体性を確保し、且つ官民連携での
優位性をも確保。更に安全性・継続性を担保するための、協定項目等について、金融、
法務、技術等の専門知識が必要であり、先行事例の多くは、外部のアドバイザーの支
援を受けて進めている。

公民連携方式実装を目指し！⇒PPPアドバイザリー体制構築！



３．今後、給食実施までの流れ

5
PPPアドバイザリー契約とは！

①中学校給食提供拠点の整備（既存センター老朽対策含む）

地方公共団体 アドバイザー

諸条件の整理 事業概要、立地条件等の決定 事業概要、立地条件等の決定判断
資料作成

事業の枠組(スキーム)の検討 基本的方針の提示等
事業範囲、事業期間等の確認

他事例の整理
事業範囲、事業期間等の検討

発注仕様の作成 基本的項目の決定 諸条件整理、法的・技術的確認
VFM算定

民間事業者の動向調査 ヒアリング結果の確認 民間事業者へヒアリング

導入可能性に関する最終的判断 導入可能性の最終判断 地方公共団体への判断資料作成

業務分担（例）

専門的見地からのアドバイザリー契約を要する

5



３．今後、給食実施までの流れ

令和７年６月・・・・・・・・・・・・PPPアドバイザリー契約経費 予算議案上程

①中学校給食提供拠点の整備（既存センター老朽対策含む）

令和７年７月・・・・・・・・・・・ PPPアドバイザリー契約締結

令和７年７月～９月・・・・・・ PPP業者選定 仕様書（要求水準書） 確立

令和７年１０月～１２月・・・ 学校給食PPP業者 選定（公募型プロポーザル等）

令和８年１月・・・・・・・・・・・ 学校給食PPP業者 決定

R7:第１フェーズ

R7:第２フェーズ

令和８年１月～３月・・・・・ 学校給食PPP業者 事業計画確定（協定締結）

令和８年４月～・・・・・・・・ 事業実施 ＋ 学校の給食運営準備

R7:第３フェーズ

R8～:実行フェーズ

6



３．今後、給食実施までの流れ

②中学校給食受入既存校舎改良（配膳室・エレベーター設置）

供給施設の配膳室や進入路等の整備を行い、令和１０年度開始を見据えて、各校の設
計を進め、事業についての詳細を積み上げ、受け入れ態勢を遅滞なく進める。

R7.6補正 ⇒ 実施設計（亀岡中・南桑中・大成中・詳徳中・川東学）

③育親学園自校給食実施準備

新校舎竣工に合わせて、自校給食での提供を進める方針である育親学園について、
安定して、安全に魅力ある給食が提供できるよう、今年度は、更に関係者間での調整
を促進し、令和９年度から供給開始に繋げる。
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「２０２５大阪・関西万博」
児童生徒体験事業

学校教育課

R7.４.28：総務文教常任委員会資料

１目的
『いのち輝く未来社会のデザイン』をテーマとして開催されている『大阪・関西万博』において、多様な国の文化や価値観に触れ、国際理解
を深めるとともに、未来社会について考える貴重な教育の場を提供する。

２事業内容
市立小・中・義務教育学校の全児童生徒を対象とし、令和7年4月13日から10月13日までの間、大阪市夢洲（ゆめしま）において開催の万博

において校外活動を実施。
・実施単位：学校、学年など各学校の状況により決定
・移動手段：貸切バス
・費用負担：会場までの移送費、入場及びパビリオンなどの予約調整、安全対策に関する費用 ⇒ 市負担

入場料金 ⇒ 「京都府子どもの大阪・関西万博体験支援事業」にて 府負担



３安全等対策（市対応分）
① 添乗員の会場内引率（低学年増員）
② 教育委員会職員（市長部局職員）による引率支援
③ 冷却タオル（熱中症予防）全員配布 ／ 保冷剤 児童全員配布
④ 経口補水液用意 ２４本/１校をベース ／ 飲料水用意 ２４本/バス１台をベース
⑤ 簡易トイレ（緊急対応用)用意 バスに数個
⑥ 雨天用ポンチョ用意 忘れた児童生徒用 バスに数個

４実施予定日程

実施日 人数 実施単位 バス台数 実施日 人数 実施単位 バス台数

4月25日 金 100全校 3
9月12日 金

1302年 3

4月28日 月 78全校 2 145１・３・５年 4

6月24日 火 1356年 4 9月16日 火 1163年 3

6月26日 木 410全校 10
9月17日 水

1251年 3

6月28日 土 444全校 12 152１・６年 4

6月30日 月 1404年 4

9月18日 木

160５・６年 4

7月1日 火
1303年 3 179全校 5

270全校 7 1136年 3

7月2日 水 412全校 10 110２・４年 3

7月9日 水 610全校 14

9月19日 金

50全校 1

8月29日 金 562全校 14 1305年 3

9月4日 木 302全校 7 120１・６年 3

9月5日 金 192２・５年 5 1352・4・6年 4

9月8日 月 160３・４年 5

9月22日 月

160１・２年 5

9月9日 火 290全校 7 41全校 1

9月10日 水
189３・４年 5 1051年 3

240全校 6 100３・５年 3

9月11日 木 1405年 4
9月24日 水

21全校 1

1114年 3

9月25日 木 1052年 3



（人）

1 2 3 4 5 6 実績 増減

亀岡小学校（第１・第２・第３） 46 43 32 27 16 11 175 159 16

安詳小学校（第１・第２・第３・第４） 55 56 39 30 7 1 188 203 △ 15

東別院小学校 1 1 3 2 0 1 8 10 △ 2

西別院小学校 1 4 1 2 3 1 12 11 1

曽我部小学校 18 17 11 9 7 6 68 57 11

吉川小学校 0 2 1 3 0 2 8 16 △ 8

薭田野小学校 7 2 3 5 4 3 24 23 1

大井小学校（第１・第２・第３） 36 38 29 15 11 2 131 114 17

千代川小学校（第１・第２・第３・第４・第５） 45 64 45 38 27 13 232 232 0

保津小学校 3 6 5 6 4 2 26 28 △ 2

つつじケ丘小学校（第１・第２・第３・第４） 38 40 41 31 17 10 177 200 △ 23

城西小学校 37 19 28 28 10 7 129 120 9

詳徳小学校 29 23 17 9 5 8 91 85 6

南つつじケ丘小学校（第１・第２） 26 14 20 11 3 0 74 64 10

亀岡川東学園 22 13 10 12 9 4 70 56 14

育親学園（本梅） 4 7 6 1 5 1 24 30 △ 6

育親学園（畑野） 1 3 1 2 2 9 17 △ 8

育親学園（青野） 4 4 5 2 1 1 17 28 △ 11

合　　計 373 356 297 233 129 75 1,463 1,453 10

【裏面あり】

令和7年度かめおか児童クラブ　入会児童数（令和7年4月）

［令和7年4月1日現在］

計学校名
学年 R6.4実績比



令和７年度かめおか児童クラブ入会児童数（土日祝）
（人）

延べ人数 土 日 祝 土 日 祝 土 日 祝 実績 増減

亀岡小学校（第１・第２・第３） 1 2 2 6 2 2 9 4 5

安詳小学校（第１・第２・第３・第４） 5 6 13 △ 7

東別院小学校 1 1 1 0

西別院小学校 0 0 0

曽我部小学校 1 1 2 △ 1

吉川小学校 0 1 △ 1

薭田野小学校 1 1 1 0 1

大井小学校（第１・第２・第３） 7 1 7 8 △ 1

千代川小学校（第１・第２・第３・第４・第５） 2 2 12 1 5 14 11 3

保津小学校 1 1 2 △ 1

つつじケ丘小学校（第１・第２・第３・第４） 7 2 2 1 1 9 8 1

城西小学校 10 4 10 11 △ 1

詳徳小学校 4 1 4 3 1

南つつじケ丘小学校（第１・第２） 3 1 1 1 4 4 0

亀岡川東学園 2 2 1 5 5 0

育親学園（本梅） 1 1 1 1 1 0

育親学園（畑野） 1 1 1 1 0

育親学園（青野） 5 1 1 5 5 0

合　　計 24 0 6 32 3 13 21 3 8 79 80 △ 1

安詳

（実人数　24人）
学校名

※一時利用含む

［令和7年4月1日現在］

大井 城西

計
(実人数)

（実人数　33人） （実人数　21人）

R6.4現在比
(実人数)


